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平成28年度第1回 健康づくり推進協議会 次第 

平成28年7月6日（水）15：00～ 
ホテルレイクビュー水戸 
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１．開会 

２．支部長挨拶 

３．議事 

  （１）協会けんぽ茨城支部保健事業の概要   

  （２）平成27年度茨城支部保健事業実績報告 

  （３）平成28年度茨城支部保健事業の実施状況 

４．連絡事項 

５．閉会 
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（１）協会けんぽ茨城支部保健事業の概要 
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● 全国で約3,600万人が加入している、日本最大の医療保険を運営する公法人です。 
● 茨城支部では、県民の5人に1人にあたる約63万人が加入（被保険者約37万人、被扶養者約26万人） 
● 事業所数は直近で約2万８千社あり、中小企業・小規模事業所が多く、その7割以上が従業員10人未満。 
 

     協会けんぽは、サラリーマンの医療保険の最後の受け皿 

2人以下 

32% 

3～4人 

17% 

5～9人 

22% 

10～29人 

20% 

30～99人 

7% 

100～999人 

2% 

1,000人以上 

0% 

国民健康保険 

（44市町村） 

42% 

健保組合 

（10組合） 

7% 

 

共済組合 

（国共済・他 

共済等） 

6% 

後期高齢者医療 

16% 

被保険者数による事業所規模別構成割合 茨城県内の保険者別加入者構成割合 

茨城支部 
適用事業所 
約２万８千社 

茨城県内 
加入者計 
約213万人 

データ：協会けんぽ月報 
年 次：平成２６年度 

データ：保険者協議会資料 
年 次：平成２５年度 

協会けんぽ 
２９％ 
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 1-1 茨城支部の規模 
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● 適用事業所数では、建設業（21％）や卸売業・小売業（16％）が多い。 
 

● 被保険者数では、医療・福祉（21％）や製造業（20％）で働く加入者の割合が多い。 

建設業 

6,033  

22% 

卸売・小売業 

4,138  

15% 

製造業 

3,820  

14% 

医療・福祉 

2,808  

10% 

サービス業 

2,326  

9% 

運輸業・郵便業 

1,689  

6% 

学術研究、 

専門・技術 

サービス業 

1,498  

5% 

不動産業、物品

賃貸業 

963  

4% 

生活関連サービ

ス業、娯楽業 

760  

3% 

飲食店・宿泊業 

654  

2% 

その他 

2,630  

10% 

業種別 
適用事業所 
約２万８千社 

医療・福祉 

77,110  

21% 

製造業 

72,590  

20% 

卸売・小売業 

40,973  

11% 

建設業 

40,739  

11% 

運輸業・郵便業 

34,157  

9% 

サービス業 

28,279  

8% 

学術研究、専

門・技術サービ

ス業 

15,134  

4% 

公務 

11,207  

3% 

生活関連サービ

ス業、娯楽業 

9,617  

3% 

飲食店・宿泊業 

6,282  

2% 

その他 

27,229  

8% 

業種別 
被保険者数 
約37万人 

データ：協会けんぽ月報 
年 次：平成２６年度 
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 1-2 茨城支部の業種別構成割合 



項目 男性 女性 

平均寿命 
（茨城県） 

ワースト 
１２位 

ワースト 
４位 

糖尿病による死亡率 
（茨城県） 

ワースト 
２位 

ワースト 
５位 

急性心筋梗塞による死亡率 
（茨城県） 

ワースト 
７位 

ワースト 
５位 

胃がんによる死亡率 
（茨城県） 

ワースト 
７位 

ワースト 
６位 

脂質のリスク保有割合 
（協会けんぽ茨城支部） 

ワースト 
３位 

ワースト 
４位 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ保有割合 
（協会けんぽ茨城支部） 

ワースト 
６位 

ワースト 
５位 

健康をむしばむ生活習慣病！ 

 茨城県民のデータでは、女性の平
均寿命がワースト4位となっている
ほか、糖尿病、急性心筋梗塞、胃が
んによる死亡率も男女ともワースト
順位で10位以内と高く、皆さまの
健康をむしばんでいます。 

 また、協会けんぽ茨城支部加入者
のリスク保有割合（正常値を超えて
いる方の割合）は全国平均よりも高
い傾向にあり、なかでも脂質とメタ
ボリックシンドロームにかかるリス
ク保有割合は男女ともワースト順位
で高い位置にあります。 

 

【データ出典】 
平成25年度 一般健診・付加健診データ（協会けんぽ） 
平成22年 都道府県別にみた主な死因別男女別年齢調整死亡率（厚生労働省） 
平成22年 都道府県別生命表（厚生労働省） 
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 1-3 茨城県の健康課題 



0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

業種A 

業種B 

業種C 

全業種平均 

【メタボリックリスク（予備軍を含む）保有割合】 

90%

95%

100%

105%

110%

115%
腹囲リスク 

血圧リスク 

脂質リスク 

代謝リスク 

メタボリスク 

喫煙者割合 

茨城 

全国 

【平成25年度リスク保有割合の 
全国平均を100％とした場合】 

・生活習慣病にかかるリスク保有割合が、全て 
 全国平均を上回っている。 
・メタボリックリスク保有割合は平成25年度 
 15.1％と全国ワースト5位。 北

海
道 

長
野 

沖
縄 

茨
城 

…… 

・加入者１人あたり医療費は低い（長野、沖縄に 
 次いで全国で３番目に低い） 

茨城支部の特徴① 茨城支部の特徴② 

茨城支部の特徴③ 

（円） 【平成25年度】 

153,723円 

149,811円 

182,785円 

    33.9％ 

  30.1％ 

26.9％ 

 29.0％ 

出典：平成24年度茨城支部健診受診者リスト 

48.9% 

41.5% 

46.6% 

44.3% 

0.0% 15.0% 30.0% 45.0%

業種A 

業種B 

業種C 

全業種平均 

【血圧リスク保有割合】 
・メタボリスクは運輸業、建設業
が高く、製造業は低い傾向にある
が、血圧リスクでは運輸業、製造
業が高く、建設業は低い傾向にあ
るなど、業種によって健康リスク
に特性があり、職場における健康
づくりが重要となってくる。 

運輸業 
 

建設業 
 

製造業 
 

全業種平均 

出典：平成25年度茨城支部健診受診者リスト 

出典：平成25年度都道府県医療費の状況 
    （協会けんぽホームページ） 

運輸業 
 

建設業 
 

製造業 
 

全業種平均 

高 

高 

高 

高 
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 1-4 茨城支部の健康課題 



主な生活習慣病の退院患者の平均在院日数  

傷病名 男女計 男性 女性 

胃がん ２２．６日 ２１．２日 ２６．０日 

高血圧性疾患 ４１．２日 ３５．１日 ４４．２日 

脳血管疾患 ９３．０日 ７６．２日 １１２．２日 

糖尿病 ３６．１日 ２９．４日 ４４．８日 

心疾患 ２１．９日 １４．６日 ３２．８日 
資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 平 成 2 3 年 度 患 者 調 査 」  

も し 、 高 血 圧 を 放 置 し た た め 年 収 4 0 0 万 円 の 従 業 員 １ 人 が 脳 血 管 疾 患 （ 脳 卒 中 な ど ）
で 入 院 し た ら ・ ・ ・  

4 0 0 万 円 ÷ 3 6 5 日 × 9 3 . 0 日 ＝約1 0 2万円（労働力の損失）  

◆入院期間だけでなく、自宅療養期間も含めると、損失は更に大きくなります。 
◆症状による能率低下が招く生産性の低下、それを補うための負担の上乗せもあります。 
◆最悪、退職せざるを得なくなった場合の人材喪失、新たな人材を確保するための研修等教
育費用の損失も・・・ 
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 1-5 生活習慣病による企業の損失 



関係団体 

①生活習慣病の改善や早期受
診など、重症化予防に取り組
む人を増やす 

②事業主が従業員の健康管理に
対する理解を深め、健診の受診
や特定保健指導、保健事業を利
用する事業所を増やす 

③トラック団体をはじめ、運
輸業界で生活習慣の改善に必
要なスモールチェンジに取り
組む人を増やす 

データヘルス計画 

社労士 

労働局 

県 

経済団体 

筑波銀行 
常陽銀行 

医師会 

協力・連携 

協定締結 

加入事業所 

（労働安全衛生法） 

定期健診 

 
要治療者 

メタボ対象者 

リ
ス
ク 

未治療者 

データ分析 

重症化予防 
（受診勧奨） 

特定保健指導 
（保健師による保健指導） 

生活習慣病予防健診 
被扶養者特定健診 

健康づくり事業 

 健康経営  従業員の健康増進 
組織の活性化 
生産性向上 

医
療
費
抑
制 

業
績
向
上 

健
康
寿
命
の
延
伸 

事業主への 
勧奨 

健康経営 
促進 

受診勧奨 

・健康づくり推進事業所認定証 
・健康度診断カルテ 

トラック
協会 

会報への 
記事掲載 

漫画パンフ 
ウォーキング 

禁煙、イベント 

漫画パンフ 
ﾃﾞｰﾀ提供促進 

金利優遇 

健診結果 

ジェネリック 
医薬品使用促進 
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 1-6 茨城支部における健康づくりの推進 



Copyright © Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

【労働行政へ】 
労働災害の低減 

【県のがん対策へ】 

＜被保険者＞協会けんぽ生活習慣
病予防健診（胃・肺・大腸・乳・子宮
頸）の利用促進によるがん検診受
診率の向上 

＜被扶養者＞集団健診の利用促
進によるがん検診受診率の向上 

【加入者へ】 
加入者の健康により、加入者本人 
及びその家族の幸福 

【加入事業所へ】 

加入者の生産性が向上し、企業の
業績が上向く 

【他制度へ】 

退職後に移行する国保等の他制度
に健康な状態で移行していただく 

「加入者の健康度を高める」 

○特定健康診査・特定保健指導の着実な実施 

○加入者の健康状態の把握と疾病予防 

○国や関係機関と連携した保健事業の推進 

○事業所における健康づくりを通じた健康増進 

○早期治療（重症化予防）の促進 

○データヘルス計画の実施 

協会けんぽ  
保険者機能強化アクションプラン（第３期）抜粋 

【目標】 

【手段】 波
及
効
果 
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 1-7 協会けんぽ保健事業の目的と波及効果 



（2）平成27年度茨城支部保健事業実績報告 
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茨
城 

受診 
対象者数 

受診者数 対前年 
受診率目標 
（茨城） 

受診率実績 
（茨城） 

受診率実績 
（全国） 

被保険者 

生活習慣病 
予防健診 

231,666 

115,869 +9,110 57.5％ 50.0％ 48.3％ 

定期健診 
結果取得 

14,257 +9,619 6.0％ 6.2％ 4.6％ 

被扶養者 特定健康診査 70,735 19,045 +1,486 30.0％ 26.9％ ？ 

合計 302,401 149,171 +20,215 55.4％ 49.7％ ？ 

茨城 

全国 

 2-1 茨城支部健診実績（速報値） 

※一部、本部未集計 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

茨城 35.8% 38.4% 42.9% 44.7% 49.7%

全国 36.6% 39.4% 41.8% 43.8%

35.0%

37.0%

39.0%

41.0%

43.0%

45.0%

47.0%

49.0%

51.0%
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26年度から27年度にかけて、受診者を9,110名増
やしたものの、40歳以上の新規加入者が12,898人

増加している。これは、社会保険加入促進の影響
が大きい。 

様々な受診勧奨により効果は出ている。 

しかし、受診勧奨のみでこれ以上の上積みは難し
く、事業所の実態に合わせた制度変更（健診項目
の見直し等）が待たれる状況である。 

茨城 

全国 

 2-2-1 被保険者の健診－生活習慣病予防健診 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

40歳以上被保険者 193999 200178 208691 218768 231666

受診者 79436 88595 98173 106759 115869

0

50000

100000

150000

200000

250000

40歳以上被保険者数と生活習慣病受診者数 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

茨城 40.9% 44.3% 47.0% 48.8% 50.0%

全国 42.7% 44.3% 45.7% 46.7% 48.3%

40.0%

42.0%

44.0%

46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

生活習慣病受診者数の経年変化 
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◆平成27年度の主な取り組み 

（1）  27年4月、外部委託業者から11,597事業所に電話勧奨 

（2） 健診機関による受診勧奨（主に電話） 1,500事業所 

（3） 新規適用事業所（100社/月）への健診案内の発送 

（4） 茨城県・茨城労働局と連携してマンガパンフレット（A3）を 

   作成し、平成28年3月末発送の健診案内に同封して 

   27,000事業所に配布した。（過去2年度も実施） 

（5） 健診機関の実地調査（10健診機関に訪問し、確認・指導） 

（6） 契約機関のない市町に新たな契約先を確保した。 

    笠間市立病院（笠間市）、藤井病院（常陸太田市）、慈泉堂病院（大子町） 

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

契約機関 53機関 53機関 57機関 59機関 61機関 

＋４機関 ＋２機関 ＋２機関(3増1減） 

 2-2-2 被保険者の健診－生活習慣病予防健診 
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◆平成27年度の主な取り組み 
 
（1）協会けんぽに加入している医療機関のうち 
200機関を対象に、定期健診結果を提供する 
よう勧奨した。（文書勧奨2回＋職員電話勧奨） 
【結果】 
 回答書提出 
    27年度分結果提出 
     システム登録完了 
     不備返戻中 
【所感】 
平成20年4月の労働安全衛生法改正（定期健診 
に腹囲、LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ追加）や、厚労省通知 
（服薬歴・喫煙歴の聴取徹底）に対応していない 
医療機関が目立ち、追加のやりとりが多かった。 
 
（2）健診結果データ提供同意書の取得促進 
【結果】 
 新たな同意書提出 
 既存分（自動更新） 
  ※同意書は自動更新条項があるため、毎年出す必要はなし 

14 

茨城 

全国 

 168機関 
 117機関（4,824人分） 
 105機関（4,213人分） 
   12機関（   611人分） 

138事業所 
419事業所 

 2-3 被保険者の健診－定期健診結果の取得事業 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

茨城 1.8% 1.5% 2.3% 2.1% 6.2%

全国 2.2% 3.7% 4.4% 5.2% 4.6%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

定期健診結果取得率の経年変化 
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茨城 

全国 

 2-4 被扶養者の健診－特定健診 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

茨城 15.4% 16.0% 23.0% 25.2% 26.9%

全国 13.8% 14.9% 17.7% 19.3%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

特定健診受診率の経年変化 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

40歳以上 
被扶養者 

65491 65960 67561 69678 70735 

受診者 10083 10524 15550 17559 19045 

40歳以上被扶養者数と特定健診受診者数 

◆平成27年度の主な取り組み 

（1） 特定健診受診券を対象者の自宅に 

    直送（年3回） 

（2） 県内全市町村の 集団健診日程表の 

    同封（支部独自） 

（3） 受診漏れ者健診（県内240会場）と 

    勧奨文書（ハガキ・封書）57,000通 

    発送（支部独自） 

（4） 4月に茨城放送で被扶養者向けラジオ  

    CMを放送 

（5） 4月に県報ひばりに広告を掲載 
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メタボ 
対象者数 

初回面談 6か月後評価 外部委託 

実施人数 
対前 
年比 

実施率 

実施人数 
対前 
年比 

実施率 
契約 
機関数 

健診当日
実施可能 

自営 
外部 
委託 

自営 
外部 
委託 

２６
年度 

24,638 4,806 275 ▲13% 19.5% 5,403 181 128％ 21.9% 4 4 

２７ 
年度 

28,228 4,615 219 ▲4.9% 17.1% 3,323 236 ▲19.9% 12.6% 4 4 

 2-5-1 被保険者の保健指導実績（速報値） 

【実施率の低下要因】 
①健診受診率の向上により、メタボ対象者が約4,000人増となったこと 
②システム刷新時に面談件数を抑えたこと 
③インターネット接続不可より「はらすまダイエット」を中断したこと 
 
人員面は欠員１名で改善している（実働17名） 
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①職員による事業所訪問：О運輸（株）の説得に成功し、メタボ対象約150名に保健指導実施 
②保健指導担当事務職員のスキルアップ：毎週水曜日に進捗会議の実施 
③支部内研修の実施（指導者スキルアップ研修） 
    a．ロールプレイの実施：シリーズ化した継続的な検討 
    b. パンフレット作成：コンビニ食に絞った独自パンフレットの作成 
④リレー制の導入：動機づけ支援のみ支部にて評価を実施することで効率化を図る 
⑤健康経営普及：健康宣言ツールを使った事業所介入の強化 

 2-5-2 被保険者 保健指導 主な取り組み 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

初回面談者 4628 5493 4806 4615

評価者 3734 4211 5403 3323

0
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【保健指導実績推移】 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

保健師 9 12 9 11

管理栄養士 5 6 7 7

0

2

4

6

8

10

12

14

【指導者の人員体制】 
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初回面談 6か月後評価 

実施人数 対前年比 実施率 実施人数 対前年比 実施率 

２６年度 89 50.8％ 4.1％ 51 363.6％ 2.4％ 

２７年度 41 ▲54.0％ 1.9% 64 125％ 3.0% 

被扶養者の特定保健指導は、対前年比でみると向上している。 

しかし、すべて健診機関に委託して実施しているため、委託機関数が受診率を左右す
る状況である。 
茨城県内には外部委託先が21機関（集合Ａ契約）しかないため、受診率が伸び悩んで
いる。 

 2-6 被扶養者 保健指導 実績（速報値） 



（3）平成28年度茨城支部保健事業の実施状況 

19 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-2 

◆受診率向上に向けた主な取り組み 

（1） 加入医療機関に対する健診結果の提供依頼（継続） 
 ・協会けんぽの加入事業所である168医療機関から、昨年度健診結果の
提供に関する回答書を（一部機関からは健診結果も）提供いただいている。 

 28年度分の健診結果提出を依頼する文書については、6/9に発送した。 

 
 

 3-1 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

～ 

【平成28年度の工夫点】 

・協会けんぽの適用では、医療法人○○会
となっていて、施設は病院、クリニック、介護
施設等に分かれているところも多い。 
 
・27年度は医療法人○○会として母体とな
る病院部分しか結果提供がなかった。 

（協会けんぽでの適用範囲の認識を持って
いないところも多かった） 
 
・28年度はこの対策として、依頼文書発送の
際に40歳以上加入者の名簿を印字して同
封した。 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

（2）平成28年度 3,000事業所への健診結果提出勧奨 
【過去の経過】 

過去3年間を振り返っても、 

①職員、健診機関、外部電話業者による生活習慣病予防健診の受診勧奨 

②定期健診結果の提出勧奨 

 など力を入れてきた。 

今回は、今までの勧奨で反応のなかった事業所のうち、従業員規模上位3,000 

事業所をターゲットに勧奨を行っている。 

 

【平成28年度の流れ】 

①4月の健診案内に健診結果を提出するよう求める勧奨文書を3,000事業 

 所に送付（別紙参照） 

②4月の1か月間で、外部委託業者（株式会社 エム・エイチ・アイ）から提出  

 勧奨電話（1回目）を行った。 

③5月20日の提出期限までに提出のなかった事業所に、6月の1か月間で 

 同様に提出勧奨電話（2回目）を行った。 

 3-2-1 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-2 

 3-2-2 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

～ 

事業所 
通番 

事業所に在籍する 
合計健診対象者数 

回答書 
提出数 

回答書 
提出率 

1～300 19,827名 148事業所 49.3% 

301～600 7,584名 129事業所 43.0% 

601～ 900 5,427名 129事業所 43.0% 

901～1200 4,427名 125事業所 41.7% 

1201～1500 3,777名 150事業所 50.0% 

1501～1800 3,277名 128事業所 42.7% 

1801～2100 2,969名 114事業所 38.0% 

2101～2400 2,639名 122事業所 40.7% 

2401～2700 2,332名 106事業所 35.3% 

2701～2906 1,465名 73事業所 35.6% 

計 53,724名 1,224事業所 42.1% 

【7/5時点の提出状況】 

次ページに内訳 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

【7/5までの回答書提出状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価】 
現時点で、16,138人（受診率6.9％）向上する見込みであるため、一定の成果があったと考える。 
【背景】 
①健診結果提出を呼びかけ、県と労働局との三者連携漫画パンフレット、提出勧奨文書、 
 業者からの二度の電話勧奨の組み合わせにより、趣旨をわかりやすく伝えることができた。 
②期限までに、回答書に代表者印を押して回答させることにより、事業所においては健康診断 
 について真剣に考えていただけたと思われる。 
③定期健診結果データ提供の369事業所は、それぞれが加盟する商工会議所、労働基準協 
 会、トラック協会等の主催する健診に参加していたこと、あらかじめ協会けんぽ茨城支部が 
 各団体の提携健診機関と、「データ提供の覚書」を結んでいたことにより、事業所は同意書に 
 サインして提出するだけでよかった。 

回答書提出
済事業所 

内訳（①～③は複数回答あり） 

未提出 
① 
生活習慣病 
受診予定 

② 
定期健診
データ提供 

③ 
定期健診 
紙媒体提出 

④ 
提出拒否 
 

事業所数 1,223 340 369 441 140 1,683 

対象者数 16,138 4,184 5,573 6,381 0 0 

 3-2-3 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

【課題① 紙結果の項目不備】 

紙の健診結果には「服薬歴・喫煙歴」が未記載の場合が多いため、事前にそれ
らを従業員から聞き取りできる補足シートを依頼文書に同封したが、現在のとこ
ろ以下のような状況になっている。 

 3-2-4 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

7/5現在、紙の健診結果を提出してくれている事業所数 116社 

内訳 
 正常入力完了 74社 

 不備あり 42社 

不備理由 件数 

1 服薬・喫煙歴なし 24 

2 血液検査のみ（身長・体重・血圧なし） 5 

3 服薬・喫煙歴なし ＆ 腹囲なし 3 

4 血液検査なし（一部なし含む） 3 

5 事業所でのコピーの不備（裏面印刷忘れ等） 3 

6 補足シート（服薬歴・喫煙歴）のみ提出（健診結果未添付） 2 

7 腹囲なし 2 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

【課題① 紙結果の項目不備（具体例）】 

 3-2-5 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

服薬歴の追加ヒアリングは、プライバシーにかかわるから聞きづらいとの
相談は、30件ほどいただいている。 

【個人結果①】 
健診結果に「①喫煙歴・②服薬歴・③喫煙歴」がないため、 
追加ヒアリングが必要。 

【個人結果②】 
健診結果に「①服薬歴・②喫煙歴」がないため、 
追加ヒアリングが必要。 



  

Copyright © Japan Health Insurance Association. All right reserved. 26 

被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

【課題① 紙結果の項目不備（具体例）】 

 3-2-6 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

【個人結果③】 
健診結果に「①喫煙歴・②服薬歴・③喫煙歴」がないため、 
追加ヒアリングが必要。 

【健診結果一覧表】 
健診結果に「①喫煙歴・②服薬歴・③喫煙歴」がないため、 
追加ヒアリングが必要。 

事業所から支部に電話照会があった際、「健診結果に服薬歴・喫煙歴が載っていないが、 
あらためて従業員から聞き取るのは難しい（プライバシー、手間 等）」との声が多かった。 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

【課題② 回答書に健診結果を提供できないとした理由-1】 

 

 3-2-7 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

分類 事業 
所数 

具体例 

1 個人情報の
ため 

57 【法人】 
道路貨物運送業 
健診対象者195名 

2 従業員からの
同意を得られ
なかった 

23 【法人】 

食料品・たばこ製
造業 
健診対象者79名 

3 健診結果を取
りまとめてい
ない 

20 
 

【法人】 
卸売業 
健診対象者24名 
 

4 事業主判断 

（趣旨同意で
きず） 

13 (個人) 
専門技術サービス 
業健診対象者19
名 

5 ０人回答 12 
理由記入なし 

6 健診を実施し
ていない 

9 【法人】 
修理業 
健診対象者17名 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-1 

【課題② 回答書に健診結果を提供できないとした理由-2】 

 

 3-2-8 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

分類 事業 
所数 

具体例 

7 その他 8 【法人】 
道路貨物運送業 

健診対象者12名 

【法人】 
機械器具製造業 

健診対象者20名 
 

【法人】 
専門技術サービス
業健診対象者20名 

【法人】 
卸売業 
健診対象者20名 

【法人】 
社会保険・社会福
祉・介護事業 
健診担当者46名 

 【法人】 
 木製品・家具等 
 製造業 
 健診対象者10名 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-2 

【今後どうしていくか（案）-1】 

 3-2-9 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

分類 
協会けんぽの動き 

今年度（夏以降） 来年度 

1 

回答書提出があって、 
①生活習慣病受診予定 
②定期健診データ提供 
③紙の健診結果提出 

のいずれかを回答した事
業所 

①生活習慣病の申込有無
③紙の健診結果提出有無 
について進捗状況を確認。 
（②は自動更新） 

平成29年4月、③紙の健診

結果提出の事業所に健診
結果送付用封筒を送る。 

2 

回答書提出があって、 

健診結果の提供ができな
いと回答した事業所 
 

一定規模以上の事業所に
は、再考を促すため、職員
が電話・訪問勧奨する 

未定 

3 
回答書未提出の事業所 
 

同上 
依頼文書の送付を検討 
（三度目の勧奨） 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-2 

【今後どうしていくか（案）-2】 

 3-2-10 被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診） 

課題 連携先 内容 

1 

協会けんぽ加入事業所
で、健診結果提供に理
解のない医療機関の理
解を得る 

県保健所 

医療法にもとづき、医療機関は従業員の健康
管理について保健所の指導を受けている。 

機会をとらえて、保険者への健診結果提供が
義務であることの周知で連携できないか？ 

2 

協会けんぽ加入事業所
で健診結果提供に理解
のない加入事業所（医
療機関以外）の理解を
得る 

労働局 

平成25年6月の三者連名通知（労働局・県・協

会けんぽ）を見直し、活用していくことはできな
いか？ 
 

労働基準監督署の事業所指導の際、有所見
率の高い事業所かつ協会けんぽ事業所の場
合、協会けんぽに相談するよう案内いただけ
ないか？ 

3 

平成20年4月の定期健

診法定項目の改正に対
応していない医療機関
に対応を依頼する 

県 
労働局 
県医師会 

規模の大きな医療機関で実施した健診結果に
おいても、服薬歴・喫煙歴の未記載が散見さ
れる。連携して改善できないか？ 
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特定健診 

◆受診率向上に向けた主な取り組み 

 （1） 受診券発送時に集団健診日程表の 

    同封（平成25年度～） 

  

 

 

 
 

 

 

 

 （2） 受診漏れ者健診の実施（平成25年度～） 

 平成25年から実施中。受診率向上に大きく貢献している 
 

 （3） 新規加入被扶養者への受診券の直送（平成26年度～） 

 4月に直送している受診券は、1月時点の加入者のみ。それ以降に加入した被扶養者へ 

 は、申出が無い限り受診券が発行されないため、毎月末支部から自動的に発券して送付している。 

 3-3-1 被扶養者の健診－特定健診 

平成25年から、県内全44市町村と集団健診実
施機関との連携・協力により、計44パターンの

集団健診日程表を作成し、受診券に同封して
いる。（A4両面） 

 がん健診の機会を加入者の方に周知するこ
とが可能となっており、市町村からも「がん健
診の周知に役立つ」と好評を得ている。 
 

平成28年度 水戸市の例 



 3-3-2 被扶養者受診率向上のための取り組み 
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4月 3月 

受
診
券
の 

 

一
斉
送
付 

①1月以前 
 加入者（強制） 

②1月以降の 
 加入者 

【被扶養者に対する協会けんぽからのアプローチ】 

受診券の随時送付(毎月) 

11月 

③上記①②のうち 
 未受診者 

勧奨封書送付（1回目） 

9月 

④上記③のうち 
 未受診者 

勧奨封書送付（2回目） 

1月 

【補足】 
①②・・受診券には、市町村ごとの集団健診日程表、県内580医療機関一覧表を同封している。 
③・・・・県内8割以上の市町村で実施している。原則、国保主催の集団健診に参加するスタイル。 
④・・・・対象者が1,000人前後の約20市町において、協会けんぽの単独開催。 
     場所は市町の施設等を借用。協会単独の際も、がん検診の同時受診ができる。 
※③④により、県内全ての市町村で漏れ者健診（追加日程）を実施することができる。 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-2 

◆平成29年度は事業所に何を周知するか 

 3-4-1 三者連携漫画パンフレットについて 

平成26年4月発行 平成27年4月発行 平成28年4月発行 

・茨城県民の健康リスクが高い 
・生活習慣病予防健診のメリット 
・がんは早期発見・早期治療が大事 
・各種がんの5年相対生存率 
・がん診断後の働き方の変化 
・従業員の健康は大切な経営資源 
 
 

・健診結果を見ていない人が70％ 
・生活習慣病予防健診のメリット 
 ①検査項目と契約先が多い 
 ②一般健診は費用の62％補助 
 ③特定保健指導が無料 
 ④重症域の人にはDM送付 
 ⑤がん検診も同時実施 
・従業員の健康は大切な経営資源 

・従業員の健康は大切な経営資源 
・全国的に従業員の6割は何らかの 
 健康リスクがある 
・生活習慣病予防健診のメリット 
・定期健診結果（紙・データ）提供の 
 仕方 
・特定保健指導は事業所の都合に 
 合わせて伺います 
・「健康づくり認定事業所」は筑波銀行・ 
 常陽銀行の金利優遇が利用可能 
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被保険者（生活習慣病予防健診・定期健診）-2 

◆平成29年度は事業所に何を周知するか 

 3-4-2 三者連携漫画パンフレットについて 

ねらい 

茨城県 ・がん検診促進 
・茨城県のがん検診条例 
・茨城県がん検診受診率向上プロジェクト 

茨城労働局 ・労災の未然防止 
・有所見率の低減 
・「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の周知 

協会けんぽ ・生活習慣病予防健診（がん検診含む）の促進 
・特定保健指導の促進 等 

平成29年度（案）  「社員が、がんに… その時会社は」 

・早めに生活習慣病予防健診を受けて、リスクケア 
・万一、従業員ががんになったら、事業所はこんな対応が必要になる 
 （限度額認定証、傷病手当金 等） 
・県、労働局のねらいを盛り込む など 
 



 3-5-1 被保険者の特定保健指導（支部保健指導者） 

Copyright © Japan Health Insurance Association. All right reserved. 35 

※初回面談者数は、請求報告月に基づく 

４月 ５月 ６月 

２７年 467 379 356

２８年 481 391
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【４月～６月の初回面談者数の推移】 

４月 ５月 ６月 

２７年 312 327 228

２８年 285 415
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【４月～６月の評価者数の推移】 

＜主な取り組み＞ 
 
①６月・９月に保健師新規採用予定：保健師１２名・管理栄養士６名 計18名 
②健康宣言フォローアップの開始 
③健康経営普及：カルテを持参しての事業所介入の開始 
 



 3-5-2 被保険者の特定保健指導（外部委託） 
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【機関数・委託料金の比較】 

契約機関数 委託料金 中間血液検査 

平成２７年度 ４機関 
積極的支援：２３，７６０円 
動機づけ支援：７，５６０円 

平成２８年度 ７機関 
積極的支援： ２７，３２４円（＋３５６４円） 
動機づけ支援：９，９３６円（＋２３７６円） 
 

平成２８年度新規事業 
委託料金：３，２４０円 
契約機関数：１２機関 

※初回面談者数は、請求報告月に基づく 

＜中間血液検査とは＞ 
 
・メタボ支援を開始してから、３か月間継続して生活習慣改善に取り組んだ方を対象に、特定健診項目同等
の検査を無料で受診できるもの。 
・２８年度は、特定保健指導委託機関７機関を含めて１２機関との契約締結となった。 
・この検査は、利用者の生活習慣改善の維持向上を図るとともに、特定保健指導の途中中断率の改善も期待
できる。  
・外部委託単価上限に、さらに上乗せができるため、インセンティブとして効果的に活用する。   



 3-5-3 被保険者の特定保健指導（外部委託） 
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【外部委託の活性化】 

【初回面談者数比較】 

初回面談
者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

27年度 45 19 5 0 0 0 55 65 3 53 0 3 248 

28年度 11 38 
※初回面談者数は、請求報告月に基づく 

＜外部委託機関の現状＞ 
 
①健診後の面談を、当日実施出来る体制を整えているが、人間ドック受診者のみの面談に限られている。 
②当日、面談の声掛けをしても、５０％以上の方には断られてしまうため、実績としては１日３名程度。 
③後日訪問で対応できる機関は４か所。 
↓ 
★受託機関のマンパワーを最大限に生かすため、協会けんぽで実施している保健指導対象者を「紹介」  
「仲介」する方法で、外部委託の活動を活性化させていく。 

【２８年４月より紹介した保健指導対象者数】 

機関名 東関東クリニック いばらき健康管理センター 日立メディカルセンター 龍ヶ崎済生会健診センター 

実施人数 約７５名 約１０名 約５０名 



 3-5-4 被保険者の特定保健指導（外部委託） 
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【O運輸株式会社】 
 
メタボ対象者：約１５０名 
２月より、毎週木曜日に個別面談を実施してきたが、面談者数は伸び悩んでいた。 
４月の健診には、２日間で９９％の従業員が受診するため、健診日に面談の時間を確保できるよう調整。 
２日間で約８０名のメタボ対象者の面談を終了した。 
 
実施体制：協会けんぽ指導者２名 
       外部委託先指導者：４名 

【外部委託先とのコラボ面談の実施】 

平成２７年の健診結果でメタボに該当
された方に対して、２８年度の健康診断
の際に、事業所の車庫にて面談を実施。 

健診の合間や健診終了後に、待ち時
間なく実施できるよう工夫した。 
 

外部委託先の指導者のスキルチェッ
ク・人材育成の場ともなった。 
 



 3-5-5 被保険者の特定保健指導（外部委託） 
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【保健指導専門機関との契約検討】 

①事業所等への勧奨通知の発送 
②特定保健指導の実施に向けた電話等による勧奨 
③事業所等との保健指導の予約受付及び日程調整 
④保健指導の実施・報告 
 
①～④にかけて業務委託ができる業者と接触中 
 

【外部委託先の保健指導者との合同研修の企画】 

年６回実施している「支部内研修（保健指導者のスキルアップ研修）」の機会を利用
して、現７機関と委託契約している指導者を対象に合同研修会の開催を計画中。 
協会けんぽの事業理解と、対象者の特性理解を深め、互いにスキルアップできるよう
な研修を企画したい。 



 3-6 被扶養者の特定保健指導の取り組み 
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【日立地区】 

通知対象者：平成２７年４月から１２月受診              
者のうち、日立地区在住約２００名 
参加者数：７名 
主催：日立メディカルセンター 
 

サロン的な保健指導として、軽食を準備した
グループ支援の実施。 
おからのチョコケーキ(写真上) 
運動の実践(写真下) 
 
会場費：無料 

軽食代：委託料金内での支出としたため、協
会けんぽの負担はなし 
 

実施時期・開始時間等の再考が課題となっ
た。 

【28年度の取り組み予定】 
 
・7月企画競争入札 
・県内４ヶ所～６ヶ所で実施 

【サロン的な保健指導の企画】 


